
開所日数は、日・祝を除く日数（開所日数が25日を超える場合は25日とする）

※10円未満切り捨て（7,250円）

※10円未満切り捨て（17,610円）

要請期間中に登園しなかった日数　＝　8日

…登園した日数

…登園した日

…登園した日

軽減後の保育料

25,900円　×　（25日　-　8日）　÷　25日　＝　17,612円※

還付する保育料

25,900円　－　17,610円　＝　8,290円

要請期間中に登園しなかった日数　＝　16日

軽減後の保育料

25,900円　×　（23日　-　16日）　÷　25日　＝　7,252円※

還付する保育料

25,900円　－　7,250円　＝　18,650円
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還付する保育料

25,900円　－　10,360円　＝　15,540円

要請期間中に登園しなかった日数　＝　15日

【参考】保育料の日割り計算方法（月額保育料が25,900円の場合）

軽減後の保育料

25,900円　×　（25日　-　15日）　÷　25日　＝　10,360円
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…市からの家庭保育等の要請期間（保育料の還付対象期間）
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令和２年６月（開所日数：25日）

日 月 火 水 木 金 土
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令和２年５月（開所日数：23日）

日 月 火 水 木 金 土

26 27 28 29 30

19 20 21 22 23 24 25

12 13 14 15 16 17 18
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令和２年４月（開所日数：25日）

日 月 火 水 木 金 土


